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環境部 みどり自然課 
みどり復活・保全担当 野田、津田 

直通 048-830-3150 
内線 3150 

E-mail: a3140-11@pref.saitama.lg.jp 

 

 

株式会社伊藤園と埼玉県が協力して 

「さいたま緑のトラスト運動」を盛り上げます。 

 

株式会社伊藤園から「さいたま緑のトラスト基金」に御寄附をいただきましたので、

知事から感謝状の贈呈を行います。 

また、同社から今年度も「お～いお茶『お茶で埼玉を美しく。』キャンペーン」を

通じて、「さいたま緑のトラスト運動」に御支援をいただけることになりました。 

 
 

● 感謝状贈呈式実施概要 

 １ 日  時 令和３年８月２３日（月曜日）１１時４０分～１１時５０分 

 ２ 場  所 知事室 

 ３ 寄 附 者 株式会社伊藤園 

４ 出 席 者 常務執行役員 北関東・東関東地域営業本部長  佐々木
さ さ き

 貴
たか

浩
ひろ

 様 

       埼玉地区 地区部長              丸山
まるやま

 茂
しげる

 様 

       埼玉地区推進課 課長              江湖
こ う こ

 将之
まさゆき

 様 

５ 寄附金額 ８０万円 

※ この御寄附は、令和３年３月１５日～４月３０日に実施した、同キャ

ンペーンの売上の一部です。 

 ６ 寄附実績 累計８回、累計金額８９０万円 

 

● さいたま緑のトラスト基金 

  埼玉県では、県民・企業等の皆様からの寄附により土地を取得し、ふるさと埼玉の優れ

た自然や貴重な歴史的環境を、県民共有の財産として末永く保全する「さいたま緑のトラ

スト運動」に取り組んでいます。 

 その財源とすることを目的として、昭和６０年度に創設したものです。 

 

● 「お～いお茶『お茶で埼玉を美しく。』キャンペーン」 

 株式会社伊藤園が、企業として自然豊かな環境づくりに参加するとともに、地域社会の

活性化に取り組む活動として実施するキャンペーンです。 

１ 対象期間：令和３年８月２３日（月曜日）から１０月３日（日曜日） 

２ 活動内容：「お～いお茶」全飲料製品の売上の一部を、さいたま緑のトラスト基金に

令和３年８月１９日 
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寄附。１１月にトラスト保全第１号地（見沼田圃周辺斜面林）で保全活動

を予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 問合せ先 

（さいたま緑のトラスト基金について） 

埼玉県環境部みどり自然課 みどり復活・保全担当  野田、津田 

  電話：０４８－８３０－３１５０ （直通）  E-mail:a3140-11@pref.saitama.lg.jp 

 

 （キャンペーンについて） 

  株式会社伊藤園 広報部広報室 電話 ０３－５３７１－７１８５ 

          お客様相談室 電話 ０８００ー１００‐１１００（フリーコール） 

          ホームページ https://www.itoen.co.jp 

 

 

 


